
第１０４期定時株主総会招集ご通知に際しての 

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

［ 事業報告 ］ 

 １．当行の現況に関する事項のうち、「使用人の状況」、「営業所等の状況」

及び「その他銀行の現況に関する重要な事項」 

 ２．会社役員（取締役、監査役）に関する事項のうち「責任限定契約」 

 ３．社外役員に関する事項のうち「社外役員の兼職その他の状況」 

 ４．当行の新株予約権等に関する事項 

 ５. 会計監査人に関する事項 

 ６．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 ７．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

 ８．特定完全子会社に関する事項 

 ９．親会社等との間の取引に関する事項 

１０．会計参与に関する事項 

１１．その他 

［ 計算書類等 ］ 

 ・ 個別注記表 

 ・ 株主資本等変動計算書 

 ・ 連結注記表 

 ・ 連結株主資本等変動計算書 

株 式 会 社 琉 球 銀 行 

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、上記の事項につきましては、法令および当銀行定

款第16条の規定に基づき、インターネット上の当行ホームページ（https://www.ryugin.co.jp/ 

corporate/ir/message/）に掲載することにより、株主の皆さまに提供しております。 



１．当行の現況に関する事項 

（１）使用人の状況 

当   年   度   末 前   年   度   末 

使    用    人    数 １，３６７人 １，４１７人 

  平    均    年    齢 ４０年  ９月 ４０年  ２月 

  平  均  勤  続  年  数 １７年  ８月 １７年  ３月 

  平  均  給  与  月  額 ３６５千円 ３６３千円 

注 1． 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 

2． 使用人数には、臨時雇員（286 人）及び嘱託（110 人）は含まれておりません。 

3． 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 

（２）営業所等の状況

イ．営業所数の推移 

当   年   度   末 前   年   度   末 

那    覇    地    区 ３１店 
うち出張所 

（   ９ ） 
３０店 

うち出張所 

（   ９ ） 

南    部    地    区  ８ （    １ ） ８ （    １ ） 

中    部    地    区 ２７ （    ４ ） ２７ （    ３ ） 

北    部    地    区 ６ （    １ ） ６ （    １ ） 

離    島    地    区 ３ （    － ） ３ （    － ） 

県    外    地    区 １ （    － ） １ （    － ） 

合              計 ７６ （ １５ ） ７５ （ １４ ） 

注 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を49,464ヵ所 （うち当行CD/ATM 162ヵ所、

イーネット ATM 12,349 ヵ所、ローソン ATM 13,330 ヵ所、セブン銀行 ATM 23,623 ヵ所）設置して

おります。（前年度末は当行 CD/ATM 165 ヵ所、イーネット ATM 12,377 ヵ所、ローソン ATM 13,441

ヵ所、セブン銀行 ATM 23,555 ヵ所の計 49,538 ヵ所） 

ロ．当年度新設営業所 

営 業 所 名 所 在 地 

 パルコシティ出張所 沖縄県浦添市西洲３丁目 1番 1号 

注 当年度において店舗外現金自動設備を西洲商業団地ほか１ヵ所新設いたしました。 

ハ．銀行代理業者の一覧 

該当ございません。 

（３）その他銀行の現況に関する重要な事項 

該当ございません。 
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２．会社役員（取締役、監査役）に関する事項 

責任限定契約 

氏 名 責任限定契約の内容の概要

下 地  芳 郎
当行と社外取締役および社外監査役は、会社法第 427 条第 1項の規

定に基づき、善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。 

当該契約に基づく責任の限度額は、同法第 425 条第 1項各号に定め

る金額の合計額としております。

譜 久 山 當 則

高 橋  俊 介

中 山  恭 子

北 川  洋

３．社外役員に関する事項 

社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況

下 地  芳 郎
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 会長（注 1）
琉球大学国際地域創造学部客員教授（注 2）

譜 久 山 當 則

高 橋  俊 介
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（注 3）
ピープル・ファクター・コンサルティング 代表（注 4）

中 山  恭 子 ＪＴＳ税理士法人 代表社員、公認会計士、税理士（注 5）

北 川  洋

 注 1. 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローとは一般預金者としての経常的な取引

がありますが、当行の直近事業年度末の総預金に占める同社の割合は 0.1％未満であり

当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼす

おそれはありません。なお、融資取引はありません。

 注 2. 国立大学法人琉球大学とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の直近

事業年度末の総預金に占める同社の割合は 0.1％未満であり当行の預金に占める取引の

規模、性質等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。なお、

融資取引はありません。

注 3. 慶應義塾大学大学院とは経常的な取引がありません。 

注 4. ピープル・ファクター・コンサルティングとは経常的な取引がありません。 

注 5. ＪＴＳ税理士法人とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の直近事業

年度末の総預金に占める同社の割合は 0.1％未満であり当行の預金に占める取引の規

模、性質等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。なお、

融資取引はありません。 
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４．当行の新株予約権等に関する事項

（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第１回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 10,800 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2011 年 8月 1日～2041 年 7 月 28 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

２名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第２回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 13,600 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2012 年 8月 1日～2042 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

２名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第３回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 14,000 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2013 年 8月 1日～2043 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

３名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第４回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 15,600 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2014 年 8月 1日～2044 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

４名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第５回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 17,100 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2015 年 8月 1日～2045 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

６名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第６回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 33,400 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2016 年 8月 1日～2046 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

７名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第７回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 30,800 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2017 年 8月 1日～2047 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

８名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第８回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 29,400 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2018 年 8月 1日～2048 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

９名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

監 査 役  

① 名称 

株式会社琉球銀行第５回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 2,400 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2015 年 8月 1日～2045 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる 

１名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第６回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 5,500 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2016 年 8月 1日～2046 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

３名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第 7回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 4,900 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2017 年 8月 1日～2047 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10

日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約

権を行使することができる。 

４名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第８回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 4,600 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2018 年 8月 1日～2048 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役の

いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日

目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権

を行使することができる。 

４名 
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５．会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の状況 

（単位：百万円） 

氏名又は名称 
当該事業年度 

に係る報酬等 
その他 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 耕田 一英 

  指定有限責任社員 川口 輝朗

56       － 

注 1. 当行監査役会は、日本監査役協会が公表する｢会計監査人との連携に関する実務指針｣を踏まえ、

事業所別・項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、

当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、

会社法第 399 条第１項の同意を行っております。 

 2. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記当該事業年度

にかかる報酬等にはこれらの合計額を記載しております。 

3. 当行及び子会社が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は 60百万円であります。 

 4. 株式会社琉球リースはＥＹ新日本有限責任監査法人以外の会計監査人が計算書類等の監査を行

っております。 

（２）責任限定契約 

会計監査人と締結している会社法第 427 条第 1項にかかる契約はございません。 

（３）会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

当行監査役会では、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に該当すると判断したと

きは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役

会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告いたします。 

また、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確

保できないと認めたときは、執行機関の見解も考慮の上、株主総会に提出する会計監査

人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

６．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当行では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する方針につい

ては、特に定めておりません。
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７．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

当行は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制について、取締役会の決議により「内部統制システムの構築

に関する基本方針」を定めております。当該基本方針と運用状況の概要は以下のとおりです。 

(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、法令および定款に従い職務を執行し、当行全体の法令遵守態勢が適切なものに

なるよう努め、取締役会は、各取締役の執行状況を相互に監督する。 

取締役会は、法令、定款およびその他行内規程の遵守を徹底するために、コンプライアン

スの基本方針、組織体制、権限等を「コンプライアンス・マニュアル」および関連規程で定

める。さらに、コンプライアンス上の事件、事故の未然防止あるいは拡大防止を目的に、コ

ンプライアンス報告ルールおよび内部通報制度を定めるとともに、内部監査部門を設置し、

内部統制の有効性と妥当性の確保に努める。あわせて、財務報告の信頼性を確保するため、

法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。 

取締役会は、毎年、コンプライアンス・プログラムを制定し、使用人（当行の従業員、派

遣契約に基づき当行に派遣されている労働者、業務請負契約等に基づき当行内に常駐する労

働者、当行が雇用するパート、アルバイトをいう。以下同じ）に対する適切な研修、教育を

実施し、その定着状況を取締役会で確認する。 

（当該体制の運用状況） 

法令等遵守については、毎年度、コンプライアンス・プログラムを年度初めに策定し、頭

取を委員長とするコンプライアンス委員会を随時を含め 7 回開催するなどにより迅速な施

策展開を図ったほか、中間評価と最終評価はコンプライアンス委員会と取締役会にて報告し

ました。 

コンプライアンス・プログラムにおいて、役員等研修を重点施策の一つとし、毎年、コン

プライアンス研修、セミナー、地銀協研修などへの派遣等を実施しています。 
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(2) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務執行にかかる情報（以下、職務執行情報）は、文書または電子媒体に保存し、

関連規程に従い適切に保存、管理する。 

職務執行情報は、取締役、監査役会等の求めに応じ、随時、提供できる体制を構築する。

（当該体制の運用状況） 

2019 年度に 15 回開催した取締役会および 15 回開催した監査役会については、開催の都

度議事録を作成し、出席した取締役および監査役の記名・捺印のうえ本店に保存しており、

取締役、監査役等の求めに応じ、随時提供できる体制となっています。 

そのほか取締役が関与する重要会議の議事録は行内イントラネットに電磁的に保存し、適

切な権限設定のうえ必要に応じて閲覧できるように管理されています。 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役会は経営の健全性および適切性の確保、安定した経営基盤の確立を目的に、「リス

ク管理基本方針」、「リスク管理統括規程」および関連方針や関連規程等を制定し、各リス

クの管理部署、管理方法等を定め、リスクを適切に管理するとともに、リスク管理体制の整

備、強化に努める。 

各リスクの所管部署は、担当の取締役が管掌する。また、各リスクの所管部署は、定期的

にリスクの管理状況を取締役会、常務会、各種委員会等に報告する。 

不測の災害や事故等については、緊急措置ならびに行動基準を規定する「危機管理計画」

を定め、被害の最小化や必要業務の迅速かつ効率的な再開に備える。 

（当該体制の運用状況） 

リスク管理については、リスク管理統括規程により定めた部署により適切に実施しており、

2019 年度に 12 回開催した ALM 委員会に管理状況が報告されたほか、リスクの特性に応じ

て定められた頻度・方法により経営陣または取締役会等に報告されています。 
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(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会の委任を受けた重要事項の決議、重要事項の審議、頭取諮問機関として常務会を

設置するほか、必要に応じ取締役会、常務会、取締役に対する意見具申のために、「会議体

規程」および関連規程で定める各種委員会等を設置する。 

取締役会の効率的な職務執行を確保する観点から、取締役会、常務会、その他各職位の職

務権限、事務分掌を「職務権限規程」、「組織規程」および関連規程で定めるとともに、必

要に応じ職務執行の権限委譲を活用する。 

（当該体制の運用状況） 

2019 年度は常務会を 60 回開催し、取締役会の委任を受けた重要事項等を審議しました。

なお、常務会には常勤監査役が出席しているほか、審議の結果は取締役会に報告されていま

す。 

取締役会付議基準は取締役会にて決議されており、2019 年度は取締役会実効性評価に基

づき経営方針の議論等をより活性化させ意思決定の迅速化を図るため、基準の見直しを行い

ました。 

(5)当行ならびに子会社から成るグループ各社における業務の適正を確保するための体制 

取締役会は、グループ各社の業務の適正性を確保するとともに、経営の効率化ならびに適

切なリスク管理を実現するために、管理体制、権限、当行への調整・報告事項等を「りゅう

ぎんグループ統括要綱」で定める。 

内部監査部門は、グループ各社のリスク管理状況を監査し、損失発生の危険および不適正

な業務等を把握した場合は、取締役会等へ報告する。 

グループ各社は、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、使用人に対して適切な研

修、教育を実施し、コンプライアンスの浸透、定着を図る。 

（当該体制の運用状況） 

「りゅうぎんグループ統括要綱」においてグループ会社の運営および管理について規定し

ており、また同統括要綱は、必要に応じて適宜見直しを行っています。 

グループ会社の法令遵守態勢等については、法令もしくは定款に違反する行為または恐れ

が有る場合は、関連事業室を通じてリスク統括部および当行監査役へ報告する体制としてい

ます。また、四半期毎に各グループ会社の法令遵守状況を取締役会へ報告しています。 

監査の実効性を高めるため監査部において日次ベースのオフサイトモニタリングを実施

しています。オフサイトモニタリングを活用したリスクアセスメントの結果や内包されるリ

スクの軽重を斟酌し、リスクベースで監査対象を選定する態勢としています。 
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(6)監査役の職務遂行を補助すべき使用人を置くことに関する事項 

監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するために、監査役の職務遂行を補助す

る体制の確保に努める。監査役が職務遂行を補助する使用人を求めたときは、監査役の職務

遂行を補助する使用人を配置する。 

（当該体制の運用状況） 

監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置しており、監査役室長には営業店管理

職および本部業務、本部管理職等を経験した、幅広い業務に知識と経験をもつ者を配置して

います。 

(7)監査役の職務遂行を補助すべき使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実

効性の確保に関する事項 

監査役の職務を補助する使用人の任命・解雇・人事異動は、取締役からの独立性を考慮し、

事前に監査役会の同意を得る。 

監査役の職務を補助する使用人は、当行の業務執行にかかる役職を兼務せず、取締役から

独立し、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。 

監査役の職務を補助する使用人の人事的な評価については、監査役の意見を尊重する。 

（当該体制の運用状況） 

2017 年 10 月開催の監査役会において事前同意を得た後、2017 年 11 月に監査役室長の人

事異動を実施後、現在まで職務を遂行しています。なお、監査役室の担当者は他の役職を兼

務しておらず、取締役の執務室から離れ監査役と同じ執務室にて、監査役の指揮監督下で職

務を行っています。 

(8)当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人が監査役

に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人は、当行

グループ各社に著しい損害をおよぼす事実を発見した場合、当行グループ取締役および使用

人の法令もしくは定款に違反する行為または恐れがある場合は、当該事実に関する事項、そ

の他取締役会または監査役会が定める事項を監査役へ報告する。 

なお、当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人が、

内部通報制度等を活用して監査役に報告した場合においても、報告者に対して不利益な取り

扱いを行わないものとする。 

当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人は、監査

役が監査業務の執行に必要と判断した事項および当行グループ各社の業務および財産の状

況の調査に必要と判断した事項を監査役に報告する。 
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（当該体制の運用状況） 

基本規程「監査役への報告事項等について」にて監査役に報告すべき事項を定め、著しい

損害を及ぼす事実が発生した場合等には監査役に報告がなされる体制としており、規程に則

った報告がなされています。また、グループ各社においてコンプライアンス違反等による重

大なリスクが発生する事実をグループ会社の取締役・監査役および使用人が発見した場合等

には、「りゅうぎんグループ統括要綱」で定める内部通報制度の利用により当行監査役に報

告がなされる体制が整備されています。 

コンプライアンス室は受け付けた通報・相談内容について、速やかにリスク統括部長およ

びリスク統括部担当役員に報告しています。通報・相談実績や調査結果等については、コン

プライアンス委員会（監査役出席）にて報告しています。 

(9)監査役の職務執行にかかる費用の処理 

監査役が当行に対して、その職務の執行にかかる費用の前払いまたは償還を請求した場合

は速やかに処理するものとする。 

（当該体制の運用状況） 

監査役監査基準により監査費用の前払いまたは償還を受けることができることが定めら

れており、費用請求があった場合は当行にて速やかに処理されています。 

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役は、法律に定める事項のほか、監査役会に報告すべき事項を監査役と協議して定め、

頭取および内部監査部門等は、監査役会との情報交換会を定期的に開催し、監査が実効的に

実施される監査体制を構築する。 

監査役は、常務会、融資委員会、ＡＬＭ委員会等の主要な会議、各種委員会等にオブザー

バーとして出席し、取締役の意思決定および業務の執行を確認することができるものとする。 

（当該体制の運用状況） 

常勤監査役は、2019年度に60回開催された常務会に全60回オブザーバーとして出席し、

必要に応じて意見を述べているほか、頭取ほか役付取締役と毎月意見交換を実施しています。 

また、監査役は、内部監査部門、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに内部監査

部門と会計監査人を交えた意見交換会を開催しています。また、必要に応じて情報交換を随

時行うなど、監査が実効的に行われるための連携を図っています。 

(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 

取締役会は、金融機関として公共の信頼維持、業務の適切性及び健全性の確保を目的に「反

社会的勢力に対する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・

社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対し、組織的に毅然とした態度で関係を遮断する。 
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反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署および情報収集、管理、報告方法等を

定め、行内研修等により周知をはかるとともに、警察や警察関係機関および弁護士等外部の

専門機関と連携することで、情報収集や事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。 

（当該体制の運用状況） 

行内規程にて、反社会的勢力への対応について明示するとともに、反社会的勢力との取

引を防止するための情報収集、管理、報告、事前審査態勢を整備しています。 

業務規程「反社会的勢力への対応について」において、反社会的勢力への対応に関する

主管部署をリスク統括部とし、業務に応じて所管部署を定めています。また、リスク統括

部と所管部署の役割を定め、横断的に協力できる態勢としています。 

８．特定完全子会社に関する事項 

該当する事項はありません。 

９．親会社等との間の取引に関する事項 

該当する事項はありません。 

１０．会計参与に関する事項 

会計参与設置会社ではありません。 

１１．その他 

会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取

締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

当行は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするため、定款において、

会社法第 459 条第 1項第 1号に規定される株主との合意による自己の株式の取得について

は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を規

定しております。かかる自己株式の取得については、当行の財務状況や、当行を取り巻く

経済環境等を総合的に判断したうえで、適切に対応してまいります。 
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個別注記表 

  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子
会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券に
ついては原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、た
だし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によ
り行っております。  
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
価証券の評価は、時価法により行っております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 5～50 年 

そ の 他 3～20 年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営
破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸
念先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額
を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績
率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を
加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部
署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、
債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能
見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 2,725 百万円であります。 

14



(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の
うち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであ
ります。 

過去勤務費用 ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）  

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異  ： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事
業年度から損益処理 

(4) 睡眠預金払戻引当金 

睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備えるた
め、過去の支払実績に基づき、必要と認めた額を計上しております。 

(5) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将
来の負担金支払見積額を計上しております。 

7. ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商
品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第 24号 2002 年２月 13日。以下、「業種別監査委員会報告第 24号」という。）に規定する繰
延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象とな
る預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピ
ングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、
ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第 25号 2002 年７月 29日 。）に規定する繰延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目
的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見
合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。 

8. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式及び出資金総額 3,397 百万円 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は 355百万円、延滞債権額は 23,323 百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ
り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒
償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965
年政令第 97号）第 96条第 1項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が
生じている貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援
を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は789 百万円であります。 
なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい
る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 17,847 百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破
綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 42,315 百
万円であります。 
なお、上記 2．から 5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24号に基づき金融取引として処理しております。これにより
受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は、4,895 百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 19,466 百万円 

預け金 15 百万円 

その他の資産 12 百万円 

担保資産に対応する債務 

預 金 16,530 百万円 

債券貸借取引受入担保金 4,001 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 3,685 百
万円、その他の資産 27百万円及び預け金 15 百万円を差し入れております。 
子会社・子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 
また、その他の資産には保証金 866 百万円が含まれております。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け
た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること
を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 302,420 百万円であり、このうち原
契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 298,560 百万円であります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも
のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の
多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め
ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。
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9. 土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評
価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と
して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上してお
ります。 

再評価を行った年月日
1998 年３月 31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等、合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 3,181 百万円 

10. 有形固定資産の減価償却累計額 18,440 百万円 

11. 有形固定資産の圧縮記帳額 253 百万円 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す
る当行の保証債務の額は 2,933 百万円であります。 

13. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 56 百万円 

14. 関係会社に対する金銭債権総額 23,163 百万円 

15. 関係会社に対する金銭債務総額 12,674 百万円 

16. 銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445条第 4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわ
らず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益
準備金として計上しております。 
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、300 百万円であります。 

（損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額  278 百万円 

役務取引等に係る収益総額 179 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 80 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 0 百万円 

役務取引等に係る費用総額 957 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 642 百万円 

2. 関連当事者との取引 

子会社及び関連会社等                            （単位：百万円）

属性 
会社等 

の名称 
所在地 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

子会社 
りゅうぎん 

保証㈱ 

沖縄県

那覇市 

信用保証

業務 

直 接

100.00％ 

役員の兼任 

債務の被保証 

（注 1） 

被債務保証 

支払保証料 

526,265 

168 

― 

― 

― 

― 

子会社 

りゅうぎん 

ディーシー

㈱ 

沖縄県

那覇市 

クレジッ

トカード 

業務等 

直 接

100.00％ 

役員の兼任 

債務の被保証 

（注 1） 

被債務保証 

支払保証料 

（注 2） 

資金の貸付 

25,075 

769 

（平均残高） 

1,144 貸出金 1,070 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注 1 当行の取扱う個人ローン商品等に対する債務保証残高であり、保証料率については、商品ごとに保証
対象の信用リスク等を勘案し決定しております。 

注 2 取引条件については、一般の取引先と同様に決定しております。 

17



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平 
自己株式の種類及び株式数に関する事項                   （単位：千株） 

当事業年度期首 

株 式 数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株 式 数 
摘 要 

自己株式      

普通株式 250 1 70 180 注 

注 単元未満株式の買取による増加並びに譲渡制限付株式の割当て 46千株及び新株予約権の 
権利行使 24 千株による減少であります。 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入
金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（2020 年 3月 31 日現在） 

該当ございません。 

2. 満期保有目的の債券（2020 年 3月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 

国債 27,030 27,774 744

社債 3,035 3,055 19

小計 30,065 30,829 764

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの

社債 198 197 △0

合計 30,263 31,027 763

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2020 年 3月 31 日現在）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。 

注 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 3,251 
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4. その他有価証券（2020 年 3月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

株式 545 207 338

債券 53,375 52,979 396

国債 46,907 46,580 326

地方債 4,992 4,935 56

社債 1,476 1,463 12

その他 23,194 22,745 448

小計 77,115 75,932 1,182

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

株式 620 643 △22

債券 117,594 117,994 △400

地方債 114,555 114,954 △398

社債 3,038 3,040 △1

その他 30,205 30,752 △546

小計 148,420 149,390 △970

合 計 225,536 225,323 212

注 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

貸借対照表計上額
（百万円）

株式 1,767 

その他 610 

合 計 2,378 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2019 年 4月 1日 至 2020 年 3月 31 日）

該当ございません。 

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019 年 4月 1 日 至 2020 年 3月 31 日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 161 21 5

債券 223,785 433 1,143

国債 187,514 28 1,143

地方債 4,918 157 -

社債 31,352 247 0

その他 91,126 3,047 1,410

合計 315,074 3,503 2,559
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7. 保有目的を変更した有価証券 

該当ございません。 

8. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該
有価証券の時価が取得原価に比べて 30％以上下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあ
ると認められないものについて、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、その差額を減損
処理しております。 

当事業年度における減損処理額は株式 259 百万円であります。 

(金銭の信託関係) 

1. 運用目的の金銭の信託（2020 年 3月 31 日現在） 

貸借対照表計上額 
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 3,603 △6 

2. 満期保有目的の金銭の信託（2020 年 3月 31日現在） 

該当ございません。 

3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020 年 3月 31 日現在） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円）

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円） 

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の（百万円） 

その他の金銭の信託 500 500 － － － 

注「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

(税効果会計関係) 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産 

貸倒引当金 2,347 百万円 

退職給付引当金 1,562

減価償却 379

有税償却有価証券 378

その他 838

繰延税金資産小計 5,506

評価性引当額 △1,223

繰延税金資産合計 4,282

繰延税金負債 

         前払年金費用 306

その他有価証券評価差額金 49

その他 27

繰延税金負債合計 384

繰延税金資産の純額 3,898 百万円 
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(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 2,694円 24銭 

１株当たりの当期純利益金額 93円 43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 93円 00銭 
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(単位：百万円)

繰
越
利
益
剰
余
金

 56,967  12,840 97  12,937  2,648  39,379  42,028  △347  111,586 1,638  △0 1,312 2,949 286 114,823

 300 △1,801  △1,501  △1,501  △1,501

 4,009 4,009 4,009 4,009

 △1  △1  △1

 △11  △11 98 87 87

473 473 473 473

 －  △1,474 2  △473  △1,946  △35  △1,982

 －  －  △11  △11 300 2,681 2,981 96 3,067  △1,474 2  △473  △1,946  △35 1,085

 56,967 12,840 86  12,926  2,949  42,061  45,010  △250 114,654 163 1 838 1,003 250 115,908

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

繰
延
ヘ
ッ

ジ
損
益

新
株
予
約
権

純

資

産

合

計

土地再評価
差額金の取崩

自己株式の取得

土
地
再
評
価
差
額
金

評

価
・
換

算

差

額

等

合

計

利

益

剰

余

金

合

計

自己株式の処分

剰余金の配当

資
本
準
備
金

株　　　主　　　資　　　本  評　価　・　換　算　差　額　等

当 期 首 残 高

そ
の
他
資
本
剰
余
金

資

本

剰

余

金

合

計

自
己
株
式

その他
利益剰余金

利
益
準
備
金

資　本　剰　余　金

株主資本等変動計算書第１０４期

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

株主資本以外の
項目の当期
変動額 (純額)

資

本

金

当期変動額

当期純利益

株

主

資

本

合

計

利　益　剰　余　金

2019年４月 １日から

2020年３月31日まで
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２

に基づいております。 

連結計算書類の作成方針 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1)連結される子会社及び子法人等    ６社 

主要な会社名 

株式会社 りゅうぎんディーシー 

りゅうぎん保証 株式会社 

株式会社 ＯＣＳ 

株式会社 琉球リース 

(2)非連結の子会社及び子法人等     ２社 

会社名

りゅうぎん６次産業化ファンド投資事業有限責任組合 

ＢＯＲベンチャーファンド１号投資事業有限責任組合 

非連結子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利

益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連

結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げな

い程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当する会社はございません。 

(2)持分法適用の関連法人等 

該当する会社はございません。 

(3)持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等  ２社 

会社名

りゅうぎん６次産業化ファンド投資事業有限責任組合 

ＢＯＲベンチャーファンド１号投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結子会社及び子法人等は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余

金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の

対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いてお

ります。 

(4)持分法非適用の関連法人等 

該当する会社はございません。

3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、いずれも３月末日であります。 
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会計方針に関する事項 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、持分法非適用の非連結子会社及び子法人等出資金については移動平均法による原価

法、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるも

のについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

      (2)  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて

いる有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  5 年～50 年 

その他  3 年～20 年

連結される子会社の一部の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定率

法により償却しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、当行並びに連結される子会社で定める利用可能期間（5 年）に基づいて償却しており

ます。 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中

のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存

価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ

以外のものは零としております。 

5. 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権

については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在

は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、

「破綻懸念先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減
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額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失

額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒

実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な

修正を加えて算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、

債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不

能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 2,725 百万円であります。 

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必

要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額をそれぞれ計上しております。 

6. 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額

のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

7. 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰

労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

8. 睡眠預金払戻引当金の計上基準 

睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備える

ため、過去の支払実績に基づき、必要と認めた額を計上しております。 

9. 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、

将来の負担金支払見積額を計上しております。

10.ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、クレジットカード業務に係る交換可能ポイントの将来の利用による負

担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認めた額を計上しており

ます。 

11.利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備える

ため、過去の返還実績等を勘案し、必要と認めた額を計上しております。 
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12.退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の

差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用 ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12 年)に 

よる定額法により損益処理

数理計算上の差異 ： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数(12 年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌

連結会計年度から損益処理 

連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。 

13.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産及び負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

14.収益及び費用の計上基準 

リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上につい

ては、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

一部の連結子会社の、包括信用購入斡旋業務及び個別信用購入斡旋業務の収益の計上につ

いては、期日到来基準とし、主に７・８分法によっております。 

15.重要なヘッジ会計の方法 

(1)金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第 24 号 2002 年２月 13 日。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）

に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワッ

プ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キ

ャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の

相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

連結される子会社のヘッジ会計の方法は、一部の負債について金利スワップの特例処理を

行っております。 

(2)為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀

行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 25 号 2002 年７月 29 日。）に規定する繰延ヘッジによって

おります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債

権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより

ヘッジの有効性を評価しております。 

連結される子会社は、ヘッジ会計を行っておりません。 
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16.消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお

ります。 

未適用の会計基準等 

1. 収益認識に関する会計基準等 

･｢収益認識に関する会計基準｣（企業会計基準第29号 2018年３月30日） 

･｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日） 

(1)概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認

識されます。 

ステップ 1：顧客との契約を識別する。 

ステップ 2：契約における履行義務を識別する。 

ステップ 3：取引価格を算定する。 

ステップ 4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ 5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

(2)適用予定日 

当行並びに連結される子会社は、当該会計基準等を 2021 年４月１日に開始する連結会計年

度の期首から適用する予定であります。 

(3)当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。 

2. 時価の算定に関する会計基準等 

･｢時価の算定に関する会計基準｣(企業会計基準第30号 2019 年７月４日） 

･｢時価の算定に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第31号 2019 年７月４日） 

･｢金融商品に関する会計基準｣(企業会計基準第10号 2019 年７月４日） 

・｢金融商品の時価等の開示に関する適用指針｣(企業会計基準適用指針第19号 2019 年７月４日) 

(1)概要 

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基

準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）

が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等

は次の項目の時価に適用されます。 

     ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品 

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベル

ごとの内訳等の注記事項が定められました。 
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 (2)適用予定日 

当行並びに連結される子会社は、当該会計基準等を 2021 年４月１日に開始する連結会計年

度の期首から適用する予定であります。 

(3)当該会計基準等の適用による影響 

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係） 

1. 関係会社の出資金総額 147 百万円 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は 398 百万円、延滞債権額は 23,399 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった

貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、

法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項

第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 840 百万円であります。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 18,140 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の

減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ

た貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

42,778 百万円であります。 

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これ

により受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は、4,895 百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 19,466百万円 

リース債権及びリース投資資産 15,233百万円 

その他資産  8,503百万円 

貸出金 79百万円 

預け金 15百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金 20,087百万円 

預金 16,530百万円 

債券貸借取引受入担保金 4,001百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券

3,685百万円、その他資産27百万円及び預け金15百万円を差し入れております。 

非連結の子会社及び子法人等の借入金等の担保として、差し入れているものはありません。 

また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金32,000百万円、先物取引差入証拠金1,248

百万円及び保証金928百万円が含まれております。 
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8.  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出

を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 321,386 百万円

であり、このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが

317,526 百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、当行並びに連結される子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必

要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置

等を講じております。 

9.  土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   

1998 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に

定める地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等、合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 3,181百万円 

10. 有形固定資産の減価償却累計額 21,187 百万円 

11. 有形固定資産の圧縮記帳額 253 百万円 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社

債に対する保証債務の額は 2,933 百万円であります。 

（連結損益計算書関係）  

1. 「その他の経常費用」には、株式等売却損 1,195 百万円、貸出金償却 904 百万円、株式等償

却 260 百万円を含んでおります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

                                 （単位：千株）

 当連結会計年

度期首株式数 

当連結会計年

度増加株式数 

当連結会計年

度減少株式数 

当連結会計年

度末株式数 
摘要

発行済株式 

普通株式 43,108 － － 43,108

自己株式 

 普通株式 250 1 70 180   注 

注  単元未満株式の買取による増加並びに譲渡制限付株式の割当て 46 千株及び新株予約権の権利
行使 24 千株による減少であります。 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会
計年度末

残高 
(百万円) 

摘要 当連結会
計年度期

首 

当連結会
計年度増

加 

当連結会
計年度減

少 

当連結会
計年度末 

当行 
ストック・オプ
ションとして
の新株予約権 

― 250 

合  計 ― 250 

3. 配当に関する事項 

(1)当連結会計年度中の配当金支払額

(決議) 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

2019 年６月 27 日 
定時株主総会 

普通株式 750 百万円 17.50 円
2019 年 

３月 31 日 
2019 年 

６月 28 日 
2019 年 11 月８日 

取締役会 
普通株式 751 百万円 17.50 円

2019 年 
９月 30 日 

2019 年 
12 月 6 日 

合計  1,501 百万円

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の 

末日後となるもの 

(決議) 
株式の

種類 

配当金の 

総額 

配当の 

原資 

１株当た

り配当額
基準日 

効力 

発生日 

2020 年６月 24 日 
定時株主総会 

普通株式 751 百万円
利益 

剰余金 
17.50 円

2020 年 
３月 31 日 

2020 年 
６月 25 日 
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（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、当行及び子会社６社で構成され、銀行業務を中心に、信用保証業

務、クレジットカード業務、リース業務、個別信用購入斡旋業等などの金融サービス

事業を行っております。これらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調

整して、預金等による資金調達及び貸出金や有価証券等による資金運用を行っており

ます。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、

金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。その一環として、デリバティブ取引も行っておりますが、デ

リバティブ取引は「市場リスクに対するヘッジ」、「お客様のニーズに対応した新商品

の提供」のための手段として位置付けており、短期的な売買による収益手段としての

「トレーディング」については取り組んでおりません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出

金であり、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

当連結会計年度末現在における貸出金のうち、不動産業、医療・福祉業、建設業、小

売業に対する貸出金の構成比が比較的高く、これらの業種を巡る経済環境等の状況の

変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、商品

有価証券及び有価証券は、主に債券、株式、投資信託及び組合出資金であり、売買目

的、満期保有目的及びその他有価証券として保有しているほか、一部の子会社ではそ

の他有価証券として保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び

金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引には主に、金利関連では金利スワップ取引、通貨関連では先物為

替予約取引、有価証券関連では債券先物取引、債券先物オプション取引等があります。

当行では、金利リスク及び為替変動リスクを回避する目的で、「金融商品会計に関する

実務指針」等に準拠する内規により、デリバティブ取引を行っております。金利リス

クに対するヘッジ会計を適用した場合の会計方法は、繰延ヘッジ会計を適用しており

ます。ヘッジ対象は、貸出金、債券等、ヘッジ手段は金利スワップ等であります。ヘ

ッジ有効性の評価は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監

査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に則り行ってお

ります。為替変動リスクに対するヘッジ会計を適用した場合の会計方法は、繰延ヘッ

ジ会計を適用しております。ヘッジ対象は外貨建金銭債権債務、ヘッジ手段は通貨ス

ワップ及び為替スワップであります。ヘッジ有効性の評価は、「銀行業における外貨建

取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第 25 号）に則り行っております。また、一部の子会社では、一部の負

債について金利スワップの特例処理を行っております。 
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループの信用リスク管理体制は、営業部門から独立し与信判断や銀行全体

の信用リスクの管理を行う審査部、市場部門の信用リスクテイクや信用リスク管理

を行う証券国際部、与信監査部門として資産の自己査定を監査するリスク統括部の

相互牽制体制から構成されております。信用リスクのうち信用集中リスクについて

は、取締役会の定めた「融資運用方針」や「信用リスク管理方針」により特定の業

種、企業、グループへの与信の集中を排除しており、融資運用方針の遵守状況を定

期的に取締役会が確認しております。貸出金等の与信から生ずる信用リスクの全体

的な把握については、信用格付毎の倒産確率や債権毎の保全状況に応じた信用リス

クを定量化することで行っており、格付毎、業種毎、地域毎の信用リスクの分布状

況を把握・分析することで信用リスクを管理しております。市場取引にかかる信用

リスク管理は、主に公正な第三者機関である外部格付機関の評価を用い、格付ラン

クに応じた取引限度額を設定、遵守することでリスク管理を徹底しております。 

② 市場リスクの管理 

ア 金利リスクの管理 

当行グループは、スプレッド収益管理手法等を用いた ALM により金利リスクを

管理しております。市場リスクに関する規程により、リスク管理方法や手続き等

の詳細を明記しており、ALM 委員会において市場動向の把握・分析、資産の運用及

び管理状況の把握・確認、今後の対応策等の協議を行っております。日常的には

金融資産及び負債についてリスク統括部はリスクリミットやアラーム・ポイント

の遵守状況を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリ

ングを行い、月次ベースで ALM 委員会に報告しております。 

イ 為替リスクの管理 

当行グループの為替リスクについては、主に為替スワップ取引及び債券レポ取

引等を利用し、持高限度額を定め常にポジションをスクエアにし、為替相場の変

動リスクを最小化することとしております。一部円投（外貨買）による外債運用

も行っておりますが、運用方針にて取引限度額を定めるほかリスクの定量的分析

等によりモニタリングを行い、過度なリスクテイクを抑制しております。 

ウ 価格変動リスクの管理 

当行の有価証券を含む投資商品の保有については、市場運用部門である証券国

際部の運用方針に基づき、市場リスク統括部門であるリスク統括部の管理の下、

市場取引運用基準に従って行われております。証券国際部では、事前調査や投資

限度額の設定、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図って

おります。また、当行および一部の子会社で保有している株式等の多くは、発行

会社との取引関係の維持・深耕や県経済発展への寄与、社会的責任・公共的使命

を果たすことを目的として保有しているものであり、取締役会において保有の適

否等について検証しているほか、市場環境や取引先の財務状況などをモニタリン

グしております。 

これらの情報や管理状況は、ALM 委員会において定期的に報告されております。 
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エ デリバティブ取引 

当行グループのデリバティブ取引のリスク管理体制につきましては、市場運用

部門から独立した市場リスク統括部門として、リスク統括部を設置しております。

市場運用部門につきましては、取引の約定を行う市場取引部門（フロントオフィ

ス）と、運用基準・方針等の遵守状況を把握管理し、ポジション・評価損益・運

用状況を定期的にリスク統括部門、担当役員へ報告する市場リスク管理部門（ミ

ドルオフィス）、取引の確認事務、対外決済等勘定処理を行う後方事務部門（バッ

クオフィス）間による相互牽制体制を敷いております。また、デリバティブ取引

の開始に際しましては、リスク統括部と協議の上、ヘッジ方針を明確に定めて取

引を開始しております。 

オ 市場リスクに係る定量的情報 

（ア） トレーディング目的の金融商品 

トレーディング目的の金融商品は保有しない方針としております。 

（イ） トレーディング目的以外の金融商品 

当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受

ける主たる金融商品は、「有価証券」、「貸出金」、「預金」、「借用金」、「デ

リバティブ取引」のうちの金利スワップ取引であります。当行では、これ

らの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度で予想される合理的

な金利変動幅を用いた、当面１年間の損益に与える影響額を、金利変動リ

スクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。当該影響額の算定

にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を固定金利群と変動金利群に

分けて、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間毎の

金利変動幅を用いています。 

2020 年３月 31 日現在、当行のトレーディング目的以外の金利リスク量

（VaR）は、全体で 6,858 百万円であります（観測期間 5 年、信頼区間 99％、

保有期間：預貸金等 250 日、債券 90 日）。当該リスク量は、金利とその他

のリスク変数との相関を考慮していません。また、合理的な予想変動幅を

超える金利の変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性

があります。 

また、価格変動リスクの影響を受ける「有価証券」のうち時価のある株

式等については、過去のマーケット指標や市場価格の変動実績から、期末

後１年程度で予想される合理的な価格変動幅を用いた、当面１年間の損益

に与える影響額を、価格変動リスクの算定にあたっての定量的分析に利用

しています。当該影響額の算定にあたっては、個別の価格変動幅を用いて

見積ることを原則としています。 

2020 年３月 31 日現在、当行のトレーディング目的以外の価格変動リス

ク量（VaR）は、全体で 1,608 百万円であります（観測期間 1 年、信頼区間

99％、保有期間：時価のある株式・投資信託 90 日、政策投資及び時価のな

い株式・投資信託 250 日）。当該リスク量は、金利などのリスク変数との相

関を考慮しておりません。また、合理的な予想変動幅を超えるマーケット
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指標や市場価格の変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可

能性があります。 

（ウ） リスク変数の変動を合理的な範囲で想定した場合の開示情報 

（価格変動リスク） 

当行において、価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は「有価

証券及び投資有価証券」のその他有価証券に分類される時価のない株式等

があります。 

その他すべてのリスク変数が一定の場合、2020 年３月 31 日現在の TOPIX

のボラティリティ 121 ベーシス・ポイント（1.21％、観測期間１年）から、

当該金融資産についての価格変動リスク量（VaR）は 2,468 百万円となりま

す（保有期間１年、信頼区間 99％）。 

（為替リスク） 

当行において、為替リスクについては主に為替スワップ取引及び債券レ

ポ取引等を利用し、持高限度額を定め常にポジションをスクエアにし、為

替相場の変動リスクを最小化することとしております。一部円投（外貨買）

による外債運用も行っておりますが、運用方針にて取引限度額を定めるほ

かリスクの定量的分析等によりモニタリングを行い、過度なリスクテイク

を抑制しております。 

2020 年３月 31 日現在、当行の外貨調達に係る為替リスク量（VaR）は、

発生しておりません（観測期間 1 年、信頼区間 99％、保有期間 90 日）。当

該リスク量の計測にあたっては、金利などのリスク変数との相関を考慮し

ておりません。また、合理的な予想変動幅を超える為替変動が生じた場合

には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、資金調達・運用構造に即した適切かつ安定的な資金繰りに加え、

安全性・収益性のバランスを考慮した効率的な資金調達・運用を基本方針としてお

り、日々の資金繰りを担う証券国際部（資金繰り管理部署）と資金繰り管理部署の

手法並びに手続きなどの適切性を検証する総合企画部（流動性リスク管理部署）を

明確に区分し、相互に牽制する体制としております。 

管理手法としては、支払準備額や預貸率等について、それぞれリスクリミットを

設定し、モニタリングを実施することで、流動性リスクの状況を管理しております。

また、不測の事態に備えて、資金繰りの状況を逼迫度に応じて４段階に区分し、そ

れぞれの局面において権限者、対応策などを定め、速やかに対処できる体制を整え

ております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件

等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ

ります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

2020 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、

次表には含めておりません（（注２）参照）。 

(単位：百万円) 

 連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 305,962 305,962 ―

(2) 金銭の信託 3,603 3,603

(3) 有価証券 

満期保有目的の債券 30,263 31,027 763

その他有価証券 225,548 225,548 ―

(4) 貸出金 1,723,532

貸倒引当金（＊１） △6,393

貸倒引当金控除後 1,717,139 1,729,332 12,192

資産計 2,282,518 2,295,474 12,956

(1) 預金 2,213,744 2,213,932 △188

(2) 譲渡性預金 

(3) 債券貸借取引受入担保金 

30,631

4,001

30,631

4,001

―

―

(4) 借用金 20,123 20,115 7

負債計 2,268,499 2,268,680 △180

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの （63） （63） ―

ヘッジ会計が適用されているもの （105） （105） ―

デリバティブ取引計 △169 △169 ―

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しておりま

す。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、

合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額を時価としております。満期のある預け金については、重要性が乏しいこ

と及びそのすべてが、残存期間１年以内の短期であることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

(2) 金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用

されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価

格又は取引金融機関が算定する価格等によっております。デリバティブ取引につい

ては、情報ベンダーが提供する価格等を時価としております。投資信託は、証券投
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資信託委託会社が提供する価額によっております。 

 なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関

係）」に記載しております。 

(3) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格

によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から

提示された基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し

ております。 

なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に

記載しております。 

(4) 貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金

の合計額を TIBOR 等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて

時価を算定しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来

キャッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて

貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の

債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を

時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限

を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳

簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債 

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将

来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、

新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。 

なお、譲渡性預金について預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(3) 債券貸借取引受入担保金 

約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(4) 借用金 

固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額を

同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

なお、約定期間が短期間（１年以内）のもの並びに重要性が乏しいものについて
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は、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、

通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先

物、債券先物オプション等）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格

計算モデル等により算出した価額によっております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含ま

れておりません。 

区 分 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

有価証券 

非上場株式(＊１) (＊２) 2,012

組合出資金(＊３) 611

金銭の信託(＊４) 500

合  計 3,124

（＊１） 非上場株式のうち私募のものについては、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはして

おりません。 

（＊２） 当連結会計年度において、非上場株式について 1 百万円減損処理を行

っております。  

（＊３） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが

極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開

示の対象とはしておりません。 

（＊４） 金銭の信託のうち、信託財産構成物が私募リートなど時価を把握する

ことが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、

時価開示の対象とはしておりません。 
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

(単位：百万円) 

1 年以内
1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10 年以内 
10 年超

預け金(＊1) 266,465 ― ― ― ― ―

買入金銭債権 ― 31 2 ― ― ―

金銭の信託 3,603 ― ― ― ― ―

有価証券 

満期保有目的の債券 ― 20,624 2,440 245 ― 6,953

うち国債 ― 20,076 ― ― ― 6,953

社債 ―  548 2,440 245 ― ―

その他有価証券のう

ち満期があるもの 
38,186 47,593 15,429 29,614 92,235 1,182

うち国債 25,180 20,217 ― ― ― 1,182

地方債 ― 6,702 12,931 27,616 72,639 ―

社債 2,002 1,704 297 ― 499 ―

その他 11,003 18,969 2,200 1,997 19,096 ―

貸出金(＊2) 267,787 207,894 179,064 136,794 159,143 622,079

合 計 576,043 276,144 196,936 166,654 251,379 630,215

（＊1） 預け金のうち、満期のないもの 266,434 百万円については、「１年以内」に含め

て開示しております。 

（＊2） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額

が見込めない 23,878 百万円、期間の定めのないもの 126,888 百万円は含めておりま

せん。 

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

(単位：百万円) 

1 年以内
1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10 年以内
10 年超

預金(＊) 2,099,340 106,147 8,256 ― ― ―

譲渡性預金 

債券貸借取引受入担保金

30,631

4,001

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

借用金 7,436 9,766 2,911 4 2 2

合 計 2,141,408 115,914 11,167 4 2 2

（＊） 預金のうち、要求払預金 1,462,217 百万円については、「１年以内」に含めて開示

しております。 
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（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入金銭債権」中の貸

付債権信託受益権が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（2020年３月31日現在） 

該当ございません。 

2. 満期保有目的の債券（2020年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表

計上額（百万円）

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債 27,030 27,774 744

社債 3,035 3,055 19

小計 30,065 30,829 764

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの 

社債 198 197 △0

合計 30,263 31,027 763

3. その他有価証券（2020年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 585 214 371

債券 53,375 52,979 396

国債 46,907 46,580 326

地方債 4,992 4,935 56

社債 1,476 1,463 12

その他 23,194 22,745 448

小計 77,155 75,939 1,216

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 627 651 △23

債券 117,594 117,994 △400

地方債 114,555 114,954 △398

社債 3,038 3,040 △1

その他 30,205 30,752 △546

小計 148,427 149,398 △971

合計 225,583 225,338 245

4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2019年４月１日 至 2020年３

月31日） 

該当ございません。 
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5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2019年４月１日 至 2020年３月31

日） 

 売却額 

（百万円） 

売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額

（百万円） 

株式 161 21 5

債券 223,785 433 1,143

国債 187,514 28 1,143

地方債 4,918 157 －

社債 31,352 247 0

その他 91,126 3,047 1,410

合計 315,074 3,503 2,559

6. 保有目的を変更した有価証券 

該当ございません。 

7. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）

のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて30％以上下落しており、時価が取得原

価まで回復する見込みがあると認められないものについて、当該時価をもって連結貸借

対照表価額とするとともに、その差額を減損処理しております。 

当連結会計年度における減損処理額は株式259百万円であります。 

（金銭の信託関係） 

1. 運用目的の金銭の信託（2020年３月31日現在） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円）

当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 3,603 △6 

2. 満期保有目的の金銭の信託（2020年３月31日現在） 

該当ございません。 

3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年３月31日現在） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円）

うち連結貸借対
照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超
えるもの 
（百万円） 

うち連結貸借対
照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超
えないもの 
（百万円） 

その他の金銭の 
信託 

500 500 － － － 

  （注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 3,021 円 59 銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 115 円 40 銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額  114 円 87 銭 

（ストック・オプション等関係） 

1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

営業経費 ―百万円 

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

2011年 

ストック・オプション

2012年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役8名、監査役3名 

及び執行役員8名 

取締役8名、監査役3名 

及び執行役員3名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 95,600株 普通株式 74,500株 

付与日 2011年7月29日 2012年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2011年8月1日から 

2041年7月28日まで 

2012年8月1日から 
2042年7月30日まで 

2013年 

ストック・オプション 

2014年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役9名、監査役3名 

及び執行役員3名 
取締役10名、監査役3名 
及び執行役員3名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 54,200株 普通株式 50,600株 

付与日 2013年7月31日 2014年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2013年8月1日から 

2043年7月30日まで 
2014年8月1日から 
2044年7月30日まで 

2015年 

ストック・オプション 

2016年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役9名、監査役3名 

及び執行役員4名 

取締役8名、監査役3名 

及び執行役員5名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 37,500株 普通株式 66,200株 

付与日 2015年7月31日 2016年7月29日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2015年8月1日から 

2045年7月30日まで 

2016年8月1日から 

2046年7月30日まで 
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2017年 

ストック・オプション 

2018年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役8名、監査役4名 

及び執行役員5名 

取締役9名、監査役4名 

及び執行役員5名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 52,100株 普通株式 48,300株 

付与日 2017年7月31日 2018年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2017年8月1日から 

2047年7月30日まで 

2018年8月1日から 

2048年7月30日まで 

注. 株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（2020年３月期）において存在したストック・オプションを対象と

し、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

2011年 

ストック・ 

オプション 

2012年 

ストック・ 

オプション 

2013年 

ストック・ 

オプション 

2014年 

ストック・ 

オプション 

権利確定前（株）

前連結会計 

年度末 
－ － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後（株）

前連結会計 

年度末 
10,800 13,600 14,000 18,800 

権利確定 － － － － 

権利行使 － － － 3,200 

失効 － － － － 

未行使残 10,800 13,600 14,000 15,600 
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2015年 

ストック・ 

オプション 

2016年 

ストック・ 

オプション

2017年 

ストック・ 

オプション

2018年 

ストック・ 

オプション 

権利確定前（株）

前連結会計 

年度末 
－ － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後（株）

前連結会計 

年度末 
21,900 43,000 45,300 48,300 

権利確定 － － － － 

権利行使 2,400 4,100 6,500 8,700 

失効 － － － － 

未行使残 19,500 38,900 38,800 39,600 

②単価情報 

 2011年 

ストック・ 

オプション 

2012年 

ストック・ 

オプション 

2013年 

ストック・ 

オプション 

2014年 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格 1株当たり  1円 1株当たり  1円 1株当たり  1円 1株当たり  1円

行使時平均株価 
1株当たり 

－円 

1株当たり 

－円 

1株当たり 

－円 

1株当たり 

1,157円 

付与日における
公正な評価単価 

1株当たり 

    927円 

1株当たり 

   854円 

1株当たり 

  1,162円 

1株当たり 

  1,411円 

 2015年 

ストック・ 

オプション 

2016年 

ストック・ 

オプション 

2017年 

ストック・ 

オプション 

2018年 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格 1株当たり  1円 1株当たり 1円 1株当たり 1円 1株当たり 1円 

行使時平均株価 
1株当たり 

1,157円 

1株当たり 

1,157円 

1株当たり 

1,141円 

1株当たり 

1,162円 

付与日における
公正な評価単価 

1株当たり 

1,715円 

1株当たり 

 1,015円 

1株当たり 

 1,396円 

1株当たり 

 1,608円 
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3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。 

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ

反映させる方法を採用しております。 

（重要な後発事象） 

該当ございません。 
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資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

 その他有
価証券評
価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

 退職給付
に係る調
整累計額

 その他の
包括利益
累計額合計

56,967   14,275   54,701   △347   125,596  1,639       △0 1,312       △719 2,232      286       128,115 

当期変動額

剰余金の配当        △1,501       △1,501       △1,501

親会社株主に帰属する当期純利益        4,951       4,951       4,951

土地再評価差額金の取崩        473       473       473

自己株式の取得        △1     △1       △1

自己株式の処分        △11        98      87       87

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

      －       △1,476   2 △473    △180    △2,128  △35    △2,164

当期変動額合計 －       △11     3,924    96      4,010    △1,476  2 △473    △180    △2,128  △35    1,845

56,967   14,264   58,625   △250   129,606  163      1 838      △899    103      250     129,960

当期首残高

当期末残高

　　　連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株　主　資　本 その他の包括利益累計額

新株
予約権

純資産
合計

2019年 ４月１日から
2020年 ３月31日まで
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